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(57)【要約】
【解決手段】本発明は、関節運動型脊椎スペーサ（６０
、９０）の様な、金属複合材の整形外科用装置に関する
。この装置は、基板（６２、９６）に１つ又は複数の金
属層（６８、９８）を被覆し又は接合させて構成されて
いる。基板と金属層は、所望の耐摩耗性、画像化特性を
提供すると共に、随意的には治療薬の貯留部としても機
能するように、異なる金属及び合金を選択することがで
きる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　整形外科用装置において、
　隣接する椎骨の間の円板空間に挿入できる大きさに作られた関節運動型脊椎スペーサを
備えており、前記スペーサは、
　　第１金属から成る第１層と、異なる第２金属から成る第２層とを備えている第１部材
と、
　　第３金属から成る第３層と第４金属から成る第４層を備えている第２部材と、を含ん
でおり、前記第１部材は、前記第２部材と係合して、前記第２部材に対して滑動運動及び
／又は回転運動を行えるように作られている、装置。
【請求項２】
　前記第２層は、前記第１層を実質的に包み込んでいる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１層は、チタン、チタン－アルミニウム－バナジウム合金、チタン合金、ジルコ
ニウム、ジルコニウム合金、ニオビウム、及びニオビウム合金から成る群より選択された
金属又は金属合金で構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第２層は、チタン、チタン合金、コバルト合金、及びステンレス鋼から成る群より
選択された金属又は合金で構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２層は、少なくとも２０Ｒｃの硬度を呈するように製作されている、請求項１に
記載の装置。
【請求項６】
　前記第１層と前記第２層は、直接一体に貼り合わされている、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１層は、前記第２層に拡散接合されている、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１金属と前記第３金属は同じである、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記第２層と前記第３層は、組み合わせられて摩耗連結部を画定している、請求項１に
記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１層は多孔質である、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１層は、層内に吸収させた治療薬を備えている、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記治療薬は、骨形成、骨伝導、又は骨誘導材料である、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記治療薬は、抗生物質、抗ウイルス剤、又は抗真菌剤である、請求項１１に記載の装
置。
【請求項１４】
　前記第１層は、平均直径が約５０μｍから約３００μｍの範囲にある孔隙を有している
、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２層は、無孔質である、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１部材又は前記第２部材は、金属、セラミック、又はポリマー材料から成る第５
層を備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１層は、無孔質である、請求項１に記載の装置。
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【請求項１８】
　前記第１部材は、前記第２金属で被覆された突起を含んでいる、請求項１に記載の装置
。
【請求項１９】
　前記第２部材は、前記突起を受け入れることができるように作られた窪みを含んでいる
、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記窪みは、第４金属層が嵌め込まれ又は第４金属層で覆われている、請求項１９に記
載の装置。
【請求項２１】
　前記第２層は、前記第１層に嵌め込み部分を画定している、請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
　複数の嵌め込み部分を備えている、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　人工脊椎円板器官において、
　第１金属から成る第１層と、異なる第２金属から成る第２層とを備えている第１部材と
、
　第３金属から成る第３層と第４金属から成る第４層を備えている第２部材と、
　前記両者の間の中間材料層と、を備えている人工脊椎円板器官。
【請求項２４】
　前記第１層は、チタン、チタン－アルミニウム－バナジウム合金、チタン合金、ジルコ
ニウム、ジルコニウム合金、ニオビウム、及びニオビウム合金から成る群より選択された
金属又は金属合金で構成されている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第２層は、チタン、チタン合金、コバルト合金、及びステンレス鋼から成る群より
選択された金属又は合金で構成されている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第１層と前記第２層は、直接一体に貼り合わされている、請求項２３に記載の装置
。
【請求項２７】
　前記第１層は、前記第２層に拡散接合されている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１金属と前記第３金属は同じ材料で構成されている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２９】
　前記第１層は多孔質である、請求項２３に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第２層は多孔質である、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記第１層は、層内に吸収させた治療薬を備えている、請求項２３に記載の装置。
【請求項３２】
　前記治療薬は、骨形成、骨伝導、又は骨誘導材料である、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記治療薬は、抗生物質、抗ウイルス剤、又は抗真菌剤である、請求項３１に記載の装
置。
【請求項３４】
　前記第１層は、平均直径が約５０μｍから約３００μｍの範囲にある孔隙を有している
、請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　下椎骨終板に噛み合い係合するように作られた第１面を備えている、請求項２６に記載
の装置。
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【請求項３６】
　上椎骨終板に噛み合い係合するように作られた第２面を備えている、請求項３５に記載
の装置。
【請求項３７】
　関節運動型脊椎スペーサを製作する方法において、
　第１金属から成る第１基板をモールド成形する段階であって、前記第１基板は、隣接す
る椎骨の間の円板空間内に挿入できる大きさ及び構造に作られる、第１基板をモールド成
形する段階と、
　前記基板に金属層を固定する段階と、から成る方法。
【請求項３８】
　前記モールド成形する段階は、金属組成物をレーザー焼結することを含んでいる、請求
項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記モールド成形する段階は、レーザー加工ネットシェイピングする段階を含んでいる
、請求項３７に記載の方法。
【請求項４０】
　前記モールド成形する段階は、金属射出成形技法を備えている、請求項３７に記載の方
法。
【請求項４１】
　前記張り合わせる段階は、熱溶射法を使用する段階を含んでいる、請求項３７に記載の
方法。
【請求項４２】
　前記張り合わせる段階は、ワイヤ燃焼技法を使用する段階を含んでいる、請求項３７に
記載の方法。
【請求項４３】
　前記張り合わせる段階は、粉末燃焼技法を使用する段階を含んでいる、請求項３７に記
載の方法。
【請求項４４】
　前記張り合わせる段階は、プラズマ炎又は高速酸素／燃料（ＨＶＯＦ）技法を使用する
段階を含んでいる、請求項３７に記載の方法。
【請求項４５】
　前記張り合わせる段階は、物理的気相成長法、化学気相蒸着法、原子層堆積技法を使用
する段階を含んでいる、請求項３７に記載の方法。
【請求項４６】
　前記被覆層と前記基板は、機械的に一体に接合されている、請求項３７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属製の被覆加工を施した複合材で形成された移植可能な医療装置、並びに
、同医療装置を治療が必要な患者に移植する方法に関する。本発明による装置は、慢性的
又は急性的症状の何れを治療するためにでも使用される。
【背景技術】
【０００２】
　天然の骨関節、例えば、膝関節、股関節、椎間円板の様な関節は、人工関節に置き換え
ることができる。各人工関節は、セラミック、ポリマー、及び／又は金属材料を含めて作
ることができる。人工関節は、優れた生体適合性と良好な耐摩耗性を呈することが重要で
ある。股関節又は膝関節の置換を受けようとする患者の全てではないがその多くは、６０
歳台かそれ以上の年代である。彼らの関節の障害及び／又は劣化は、骨関節炎の様な衰弱
していく慢性的な症状、正常な関節を崩壊させる外傷、又は自然な加齢の進行の結果生じ
る劣化、が原因で起こる。現在の人工関節は、有効寿命が一般に約１０年乃至２０年であ
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り、年配の患者にとっては受容可能な機能を果たしていると言えよう。それらの装置は、
患者の存命中に置換する必要が無いであろう。しかしながら、若年の患者は、その様な装
置をもっと長い期間必要とする。また、若年の患者は、もっと活動的でもある。而して、
若年の患者の移植片又は置換関節は、年配の患者の場合よりも大きな応力及びより多くの
運動サイクルに曝されると予想されないわけではない。従来の人工関節は、若年の患者、
或いは年配の患者でも活動的な患者では、或る期間使用した後に改定する必要が出てくる
。最初の置換関節が、もっと長い使用期間（５０年乃至６０年まで）を乗り切り、より大
きな応力に耐え、好ましくない影響が出ることが明らかである改定及び置換の可能性を回
避できるのが望ましい。
【０００３】
　装置の関節運動面の摩耗により残屑物質が生じることに付帯する、悪影響を与える又は
毒物学的な問題を最小限にすることも等しく重要である。従って、金属製の装置は、Ｃｏ
Ｃｒ合金の様な耐摩耗性を有し生理学的に受容可能な材料で作られている。
【０００４】
　金属材料には、受容可能な摩耗特性及び生体適合性を呈しているものもあるが、前記金
属材料には、ＣＴやＭＲＩ画像化法の様な一般に使用されている診断的画像化技法の下で
は画像化特性の劣るものもある。移植片の画像化特性は重要であり、その重要性は益々高
くなっている。放射線不透過性の高い材料は、放射線を散乱させ、画像に人為的幻影を作
り出して、人工器官周囲の組織を分かりにくくする傾向が強い。これは、移植された装置
の正確な位置と向きを確定するのを困難にする。散乱した放射線は、部位の臨床診断を行
うのに重要となる人工器官周囲の軟組織及び骨組織の詳細をぼやかしてしまいかねない。
更には、望ましい放射線不透過度は、治療法、治療部位、及び装置の種類によりまちまち
である。
【０００５】
　これまで、医療用の移植片にとって適切な物理的及び機械的特性を有する材料の選択肢
は限られていた。一般に、優れた耐摩耗性を呈する従来の材料には、画像化特性が劣って
いるものが多い。他の材料には、画像化特性は受容可能であるが耐摩耗性が悪いというも
のもある。
【０００６】
　従って、上記問題点に鑑み、関連分野には、医療装置として使用するための、新しい移
植片の設計、新しい材料組成、及び構成を含め、進歩の必要性が引き続き存在している。
本発明は、その様な進歩であり、様々な付加的便益と利点を提供する。
【特許文献１】米国特許第６，１５６，０６７号明細書
【特許文献２】米国特許第６，００１，１３０号明細書
【特許文献３】米国特許第５，８６５，８４６号明細書
【特許文献４】米国特許第５，６７４，２９６号明細書
【特許文献５】米国特許第６，１１５，６３７号明細書
【特許文献６】米国特許第６，５４０，７８５号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、「金属マトリクス複合材」を含んでいる材料で形成された医療用移植片、そ
の製造と使用法、及び移植の方法に関する。本発明の各種態様は、新奇性と進歩性があり
、様々な利点を提供する。ここで本発明が対象としている実際の性質は、特許請求の範囲
の内容に基づいてのみ確定できるものであるが、ここに開示する好適な実施形態の特徴で
ある或る特定の形態及び特性を、以下に簡単に説明する。
【０００８】
　或る形態では、本発明は、隣接する椎骨の間の円板空間に挿入できる大きさに作られた
関節運動型脊椎スペーサを備えている整形外科用装置を提供している。脊椎スペーサは、
第１金属から成る第１層と、異なる第２金属から成る第２層とを備えている第１部材と、
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第３金属から成る第３層と第４金属から成る第４層を備えている第２部材を含んでおり、
第１部材は、第２部材と係合して、第２部材に対して滑動運動又は回転運動（又はその両
方）を行えるように作られている。
【０００９】
　別の形態では、本発明は、人工脊椎円板器官を提供している。人工円板器官は、第１金
属から成る第１層と、異なる第２金属から成る第２層とを備えている第１部材と、第３金
属から成る第３層と第４金属から成る第４層を備えている第２部材と、第１部材と第２部
材の間の中間層を含んでいる。
【００１０】
　更に他の形態では、本発明は、関節運動型脊椎スペーサを製作する方法を提供している
。この方法は、第１金属から成る第１基板をモールド成形する段階であって、この基板は
隣接する椎骨の間の空間内に挿入できる大きさに作られ且つそのように構成されている、
第１基板をモールド成形する段階と、次いで、第２金属層を基板に固定し又は貼り合せる
段階を含んでいる。
【００１１】
　更なる目的、特性、態様、形態、利点、及び便益は、ここに記載の説明及び各図面から
明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、被覆加工を施した材料を含むように作られた、又は少なくとも部分的にはそ
う作られた移植可能な医療装置を含んでいる。一般に、医療装置は、基板に、基板材料に
使用されているものとは異なる金属又は金属合金の被覆材料を、被せて、嵌め込んで、又
は貫通嵌め込みして形成されている。金属基板及び被覆材料は、特定の医療用途に合わせ
て特別に選択され又は特注仕様で作られる。製作に先立つ材料の処理、被覆された基板を
形成するための貼り合わせ又は製作の技法、及び／又はその後に続く処理は、医療装置に
有益な特性を与える。これは、特注仕様の特性を備えた移植可能な医療装置を設計する上
での自由度を更に拡大する。２つの材料、即ち基板材料と被覆材料は、２つの異なる目的
を達成すべく選択され加工処理される。例えば、一方の材料は、その強度及び／又は耐摩
耗性に合わせて選択し、一方、他方の材料は、その画像化特性に合わせて選択することが
できる。２つの材料は、その後、適切に合体されて、優れた特性を呈する移植可能な医療
装置が提供される。
【００１３】
　本発明の範囲に含まれる医療装置の特定の実施例としては、頚椎移植片、人工椎間板器
官、人工椎骨器官、骨プレート、脊椎ロッド、ロッドコネクタの様な骨固定装置、及び薬
物送達移植片、の様な整形外科用移植片が挙げられる。本発明の医療装置は、多種多様な
動物、特に脊椎動物を、そしてヒトも含めて、治療するのに使用することができる。
【００１４】
　本発明に基づく医療装置は、金属又は合金の基板に第２の金属又は合金を被覆し、嵌め
込み、又は貫通嵌め込みした新規な複合材の材料構造で形成されている。好適な実施形態
では、金属基板と被覆材料の間に貼り合わせ層は必要なく、又は要求されない。しかしな
がら、当業者には理解頂けるように、製作の方法によっては、様々な帯域、領域、又は拡
散層が、基板材料層と被覆層の間に存在する（例えば図１５及び図１６を参照）。
【００１５】
　本発明で使用する「貼り合わせ層」という用語は、下層の基板層又は被覆層の何れとも
異なる中間層が、特別に適用されること、大抵は別の（又は次の）適用工程で適用される
ことを意味する。
【００１６】
　被覆材料は、金属基板と直接貼り合わされ、融合され、及び／又は拡散されるのが望ま
しい。上記装置は、脊椎移植片、人工円板器官又は人工核器官の様な、脊椎の障害を治療
するのに使用される関節運動型の関節に使用するのに特に好都合である。更に、本発明の
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移植片は、膝関節、股関節、肩関節などの様な関節の関節置換としても使用できる。
【００１７】
　本発明に使用される材料は、生物学的及び／又は薬理学的適合性があるように選択され
る。また、好適な複合材は、装置本体の一部として、又は粒状体として、或いは摩耗残屑
の形態としても、最小の毒性を呈する。マトリクス中の個々の成分も、薬理学的に適合性
を有している。特定の好適な実施形態では、金属マトリクス複合材は、医学界、特にＦＤ
Ａ及び外科医らによって使用が認められている少なくとも１つの成分を含んでいる。
【００１８】
　本発明の基板及び被覆材料は、広範な生体適合性を有する金属及び合金から選択するこ
とができる。本発明で使用される生体適合性を有する金属及び合金の具体的な例としては
、チタン及びチタン合金、ジルコニウム及びジルコニウム合金、ニオビウム及びニオビウ
ム合金、ステンレス鋼、コバルト及びコバルト合金、及び上記材料の組み合わせがある。
好適な実施形態では、金属マトリクス複合材には、商用純チタン金属（ＣｐＴｉ）又はチ
タン合金が含まれる。本発明に使用されるチタン合金の例としては、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ
、Ｔｉ－６ＡＬ－６Ｖ、Ｔｉ－６ＡＬ－６Ｖ－２Ｓｎ、Ｔｉ－６ＡＬ－２Ｓｎ－４Ｚｒ－
２Ｍｏ、Ｔｉ－Ｖ－２Ｆｅ－３Ａｌ、Ｔｉ－５Ａｌ－２．５Ｓｎ、及びＴｉＮｉがある。
上記合金は、ATI Allavac、Timet Industries、Speciality Metals、及びTeledyne WaCha
ngの内の１つ又はそれ以上の製造供給元から、本発明に相応しい十分な純度で市販されて
いる。或る実施形態では、材料は、所望の診断的画像化特性を提供するため、特別に選択
されている。好適な材料としては、ＣｐＴｉ及びＴｉ－６Ａｌ－４Ｖの様な純チタン及び
チタン合金が挙げられる。或る特定の実施形態では、本発明で使用される金属及び／又は
金属合金は、整形外科的な用途にとって望ましい便益を提供するために、何らかの補強用
物質を添加し、分散させ、又は封入する必要はしない。
【００１９】
　本発明の装置は、最初に基板材料を形成することにより用意される。その後、各種方法
を使用して、被覆材料を基板材料に被せ又は貼り合わせて、積層された又は部分的に積層
された装置を形成する。基板を形成するのに好適な方法としては、鋳造方向性凝固、液体
射出成形、レーザー焼結、レーザー加工ネットシェイピング、粉末冶金、金属射出成形（
ＭＩＭ）技法の様な従来の溶融技術、並びに、圧延、鍛造、型抜き、引抜き、押出しの様
な機械的加工処理が挙げられる。被覆加工処理としては被覆加工技法を挙げることができ
；熱溶射法としては、ワイヤ燃焼、粉末燃焼、プラズマ炎及び高速酸素／燃料（ＨＶＯＦ
）技法；加圧及び焼結式物理的気相成長法（ＰＶＤ）；化学気相蒸着法（ＣＶＤ）；又は
原子層堆積法（ＡＬＤ）、イオンめっき、及び化学的めっき技法が挙げられる。
【００２０】
　選択された実施形態では、基板は、様々な高速試作技法により用意することのできる高
密度金属マトリクスを備えている。その様な技法を数例挙げると、従来の溶融技術、選択
的レーザー焼結法、及びレーザー加工ネットシェイピング（ＬＥＮＳ）がある。
【００２１】
　また、必要に応じて、基板は多孔質であってもよい。多孔質基板を製作する方法を以下
に説明する。
　他の実施形態では、本発明の装置用の基板は、金属射出成形（ＭＩＭ）技法を使って製
作することのできる金属基板を備えている。粉末形態の金属成分と有機結合剤を混ぜ合わ
せる。得られた混合物を、次に、望ましい移植片構成要素の「正味形状に近い形状」に射
出成形する。この技法は、複雑な形状を容易に製作できるようにすると共に、仕上げ処理
ができる限り少なくて済む移植片設計を可能にする。この技法は、被覆材料を基板に嵌め
込むことを目的とする場合に特に好都合である。成形品又は「生製品」は、次に、当技術
では既知の、ＣＨＩＰ、ＣＩＰ、ＨＩＰ、焼結、及び高密度化を含む各種技法を使用して
引き続き処理される。
【００２２】
　更に別の実施形態では、本発明の基板は、結合剤の有無を問わず粉末冶金技術を使用し



(8) JP 2008-522766 A 2008.7.3

10

20

30

40

50

て製作することができる。本発明の装置の構成要素の１つ又はそれ以上を用意するのに、
結合剤無しの粉末冶金技法を使用することができる。結合剤無し粉末技法は、形態及び粒
子径分布が制御された高純度の金属粉末で開始される。６０Ａｌ－４０Ｖ（アルミニウム
６０％、バナジウム４０％）粉末の様な特定の化学的性質と粒子径範囲を備えた母合金粉
末を、元素チタン粉末に加えると、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖという組成物が作られる。この配
合物に、冷間静水圧プレス成形（ＣＩＰ）を施して、理論上の密度を約８５％にする。真
空焼結すると、拡散によってＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ合金が形成され、熱間静水圧プレス成形
（ＨＩＰ）によって、完全に高密度の材料と微粒子マイクロ構造が作り出される。
【００２３】
　脊椎に使用するため、基板は、永久変形無しに、生体力学的応力と臨床学上適切な力と
に耐えるのに適した強度を示すように製作される。脊椎又はその周辺に移植されるのでは
ない装置の場合、基板は、関係する筋骨格構造から受ける生体力学的力に耐えるように製
作される。或る好適な実施形態では、基板は、チタン（ＣｐＴｉ）又はＴｉ－６Ａｌ－４
Ｖの様なチタン合金から構成されている。この実施形態では、基板は、必要とされる生体
力学的支持を提供し、なお且つ、優れた診断的画像特性を示している。基板は、優れた耐
摩耗性を示す被覆材料を被せられ、嵌め込まれ、又は貫通して嵌め込まれる。
【００２４】
　基板は、熱溶射技法を使用して、被覆材料を被せられ、嵌め込まれ、又は貫通して嵌め
込まれ、又は被覆される。熱溶射技法は、ワイヤ燃焼、即ちワイヤ材を使用して、これを
酸素／燃料ガスの炎に送り込み、霧状にして目標面に吹き付ける「金属被覆」を含んでい
る。他に、粉末状の金属組成物を使用する熱溶射技法もある。粉末状の成分は、所望の被
覆材料を作り出せるように選択される。粉末組成物は、所望の金属又は金属合金でも、所
望の分量で組み合わせた金属／金属合金の組み合わせでもよい。粉末組成物は、下に説明
する技法の内の１つを使用して加熱し、目標物即ち基板材料に溶射又は吹き付けられ、そ
こで、加熱された材料は基板面に結合する。加熱技法としては、燃焼、プラズマ炎、又は
プラズマ溶射、及び高速酸素／燃料ＨＶＯＰが挙げられる。熱溶射技法は、特定の医療用
途に求められる特注仕様の被覆特性という利点を提供する。例えば、或る特定の材料を溶
射して、多孔質材料又は高密度材料を形成することができる。また、粉末状材料は、金属
又は合金の組み合わせでもよい。引き続いて加熱処理及び／又は機械加工を被覆基板に施
して、最初のマイクロ構造及び／又は特性を必要に応じて変えることもできる。
【００２５】
　或る実施形態では、放射線透過性を呈する基板を提供するのが望ましい。この実施形態
では、好適な材料には、純チタン金属又はチタン合金が含まれる。上記材料には、人工器
官周辺の組織をぼやかす画像化の人為的幻影を最小限にする性向がある。他の実施形態で
は、基板が放射線不透過性を呈することが望ましい。この実施形態の好適な材料には、コ
バルト及びコバルト合金並びにステンレス鋼が含まれる。
【００２６】
　他に、多孔質の基板（及び／又は多孔質の被覆材料）が望ましい実施形態もある。孔の
大きさは、所望の用途次第で大幅に変動する。例えば、孔の大きさは、基板の中への骨の
内成長を許容するように選択することができる。この実施形態では、好適な孔の大きさは
、約５０μｍから約３００μｍの範囲に入るように制御又は選択される。更に好適には、
孔の大きさは、約１００μｍから約２００μｍの間にあるのがよい。ここで使用する孔の
大きさは、ＡＳＴＭ標準Ｆ１８５４－０１「医療用移植片の多孔質被覆の立体学的評価の
標準試験法」に準拠して求めることができる。
【００２７】
　孔の大きさは、金属マトリクス複合材の構成成分を変えることにより制御又は選択する
ことができる。代わりに、孔の大きさは、焼結時間、温度、及び圧力の様な選択される処
理パラメータを変えることで制御することもできる。典型的には、粒子が大きいほどマト
リクスの空隙率は高くなる。粒子の形状も、マトリクスの空隙率に影響する。一般には、
しっかり詰まっていない粒子ほど、マトリクス複合材の空隙率は高くなる。例えば、不均
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一又は不規則な形状の粒子、アスペクト比の高い粒子を使えば、又は寸法分布から粒子を
選択すれば、マトリクス複合材の空隙率が上がることになる。焼結温度を変えることも、
マトリクス複合材の空隙率に影響を及ぼす。焼結時間を長くし、及び／又は温度を上げる
と、空隙率は低下する。
【００２８】
　多孔質基板は、選択的非合金化の様な二次的処理によっても得ることができる。孔の大
きさ及び分布は、二次的処理のパラメータを制御することにより特注仕様にすることがで
きる。
【００２９】
　孔の大きさを制御又は選択して、移植された装置を１つ又は複数の治療薬の貯留部とし
て使用し易くし、又は隣接する組織への治療薬の放出をやり易くすることができる。また
、孔の大きさは、必要に応じて変えて最適化し、単数又は複数の薬剤の送達速度を制御で
きるようにし、慢性の場合の治療及び／又は急性の場合の治療の何れにでも合わせて送達
速度を制御することができる。
【００３０】
　図１は、人工円板器官１０の或る実施形態の側面図である。人工器官１０は、２つの基
本的な構成要素、即ち、第１プレート１２の様な第１の構造部材と、第２プレート１４の
様な第２の構造部材、を備えるものとして示されている。第１及び第２プレートは、それ
ぞれ複合材で形成されている。第１プレート１２は、基板材料で構成されている第１層１
５を備えており、第１面１６を上側骨係合面として画定している。第２層１７は、被覆材
料で構成されており、第１面１５に直接被覆される、反対側の支承面を画定している。同
じように、第２プレート１４は、被覆材料で構成され、第３面２４を画定している第３層
２４と、被覆材料で構成され、反対側の支承面２６を画定している第４層２５、を含んで
いる。
【００３１】
　単数又は複数の基板材料及び単数又は複数の被覆材料は、異なる材料でもよい。但し、
或る好適な実施形態では、第１及び第２プレート用の基板材料は同一の材料であり、同じ
様に、第１及び第２プレート用の被覆材料も同一の材料である。しかしながら、他の実施
形態では、２つのプレート用の基板材料及び／又は被覆材料は、異なる材料で構成されて
いてもよいと理解されたい。例えば、人工器官は、単一の金属又は合金で形成された第２
プレート上で関節運動する複合材（即ち、２つ以上の材料）を備えている１つのプレート
を含んでいてもよい。
【００３２】
　図示の実施形態では、支承面１８は凸形状を呈しており、支承面２６は凹形状を呈して
いる。使用時、２つの隣接する椎骨の間の円板空間に挿入されると、支承面１８と支承面
２６は、互いに滑動及び／又は回転可能に係合した状態を呈する。従って、支障面１８と
２６は、個別に、互いに整合する形状に作られている。
【００３３】
　上で指摘したように、面１８と２６は、それぞれ被覆材料で構成されている。この被覆
材料は、基板材料に勝る強化された耐摩耗性を呈するように選択することができる。被覆
材料は、金属又は合金として選択することができる。好適な実施形態では、面１８と２６
は、最小面硬度が２０Ｒｃより高いこと、更に望ましくは、約４５Ｒｃより高いことを特
徴としている。
【００３４】
　基板材料は、ＣＴ又はＭＲＩ走査技法の様な一般的な診断的画像化技法を使用して検査
したときの移植片の画像性能を強化するために選択された材料で構成することができる。
　他の実施形態では、基板材料は、所定の又は制御された又は選択された空隙率を呈する
多孔質金属で形成することができる。孔の大きさは、特定の用途に使用するため必要に応
じて変えることができる。例えば、孔の大きさは、骨の内成長を許容するように選択する
ことができる。この実施形態では、孔の大きさは、約５０μｍから約３００μｍの範囲に
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なるように制御され又は選択される。更に好適には、孔の大きさは、特定の用途に使用す
るため必要に応じて約１００μｍから約２００μｍの範囲とすることができる。
【００３５】
　また、孔の大きさを制御又は選択して、移植片を１つ又は複数の治療薬の貯留部として
使用し易くし、又は隣接する組織への治療薬の放出をやり易くすることもできる。更に、
孔の大きさを必要に応じて変えて最適化し、単数又は複数の薬剤の送達速度を制御できる
ようにし、慢性の場合の治療及び／又は急性の場合の治療の何れにでも合わせて送達速度
を制御することができる。
【００３６】
　第１面１６と第３面２４は、第１の相対する椎体終板（図示せず）と係合するように作
られる。上記面のそれぞれは、相対する椎骨の終板と噛み合うように沿うと共に係合する
形状に作られた面部分を含んでいる。図示の実施形態では、第１面１６は、頚部椎体の下
終板と係合するように作られ、一方、第３面は、隣接する下側の椎体の上終板に係合する
ように作られる。但し、人工器官１０は、例えば、胸椎、腰椎、更にはＬ５腰椎とＳ１仙
椎の間など、関節運動をする２つの椎体の間であれば何処にでも挿入できる寸法に作るこ
とができるものと理解されたい。
【００３７】
　代わりの実施形態では、第１面１６及び／又は第３面２４は、実質的に平面であっても
、平らな面部分を有していても、何れでもよい。また、特定の椎骨の終板は、外科処置中
に、人工円板器官を受けて平面状の第１面１６（又は第３面２４）としっかり係合できる
形状に切削及び／又は整形してもよいものと理解されたい。
【００３８】
　第１面１６と第２面２４は、それぞれ椎骨への固定的な取り付けを確実なものとするた
め、面全体又は面の一部分に１つ又は複数の骨係合構造を含んでいてもよい。骨係合構造
の例を挙げると、歯、畝、溝、レール、多孔質表層、或いは異なる金属材料、ポリマー材
料、又はセラミック材料（例えばヒドロキシアパタイトなど）で形成された単数又は複数
の被覆層がある。
【００３９】
　人工器官１０は、双凸型断面形状を呈していることが分かる。他の実施形態では、人工
器官１０の形状は、所望の円板空間高さ及び／又は脊柱の向きに矯正又は整復するために
、楔形状又は脊柱前弯形状を含むように変更してもよいものと理解されたい。人工器官１
０は、所望の治療法を促進して脊椎の欠陥を治療する寸法形状で提供することができる。
従って、人工器官１０は、頚椎、胸椎、腰椎、及び仙椎の様な隣接する椎骨の間に嵌る大
きさで提供することができる。人工器官１０は、相対する椎骨の終板の面全体に亘って横
方向に伸張する大きさに作ることもできる。更に望ましくは、人工器官１０は、骨端の環
状構造を支承するよう横方向に伸張する大きさに作られる。人工器官１０は、相対する椎
骨の終板全体を前後に横断するように伸張していてもよい。図示の実施形態では、人工器
官１０は、上から見ると、隣接する椎骨の相対する終板と協調するのに見合った幾何学を
備えた形状に似せて作られている。
【００４０】
　図２は、本発明による代わりの移植片アッセンブリ３６の分解図である。移植片アッセ
ンブリ３６は、上側構造部材又は第１プレート３８と、下側構造部材又は第２プレート４
０と、両者の間に配置されている関節運動要素４２を含んでいる。関節運動要素は、第１
プレート３８の第１陥凹部又は窪み４４内に、そして第２プレート４０側の相対する陥凹
部又は第２窪み４６に、係合し又は収まっている。
【００４１】
　第１プレート３８と第２プレート４０は、共に複合材料で構成されている。第１プレー
ト３８は、基板材料から成る第１層５０と、被覆材料から成る第２層５２を備えている。
同様に、第２プレート４０は、基板材料から成る第３層５４と、被覆材料から成る第４層
５６で構成されている。或る好適な実施形態では、第２層５２は、第２層５０に直接被せ
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られ、第４層５６は第３層５４に直接被せられている。図示の実施形態では、第２層５２
は、非常に薄く、単独で窪み４４の中に堆積され、第４層５６は、非常に薄く、単独で窪
み４６の中に堆積されている。これは、基板材料がＴｉ又はＴｉ合金の様な放射線透過性
を有するよう選択され、被覆材料がＣｏＣｒの様な放射線不透過性を有する場合に、特に
好都合である。出来上がった人工器官は、ＣｏＣｒ摩耗層によって提供される優れた摩耗
特性に加えて、ＣｏＣｒ摩耗層が放射線を散乱させない放射線透過性の高い材料で取り囲
まれているために、優れた画像化特性も示す。
【００４２】
　関節運動要素４２は、金属材料で、望ましくは上で説明した耐摩耗性金属又は合金で、
更に望ましくはポリマー材料で、構成されている。ポリマー材料は、均質材料でも複合材
料（即ち、内側のコアを外側のシェルで覆ったもの）でもよい。関節運動要素４２は、卵
型形状を有し及び／又は丸みのついた又は楕円形の断面を有しているのが望ましい曲線状
の要素として示されている。代わりに、関節運動要素は、球形、円筒形又は楕円形、円盤
形状、平坦な形状、又はウェーハなどを含む他の様々な形状に設けてもよい。
【００４３】
　第１及び第２プレート３８と４０は、骨係合面を含めて、人工器官１０の第２プレート
１４と同じ様に構成されている。また、第１及び第２プレート３８と４０は、人工器官が
完全に組み立てられたとき、窪み４４と４６が互いに相対するように、相互の鏡像に近似
している。
【００４４】
　図３は、本発明による被覆人工円板器官６０の或る実施形態の斜視図である。人工円板
器官６０は、骨係合第１層６２と、反対側の骨係合第３層６４と、両者の間に配置された
外周側壁６６を含んでいる。更に、人工器官６０の断面図である図４を参照すると、第１
層６２は、第２層６８に積層され又は貼り合わされている。同様に、第３層６４は、第４
層７０上に貼り合わされ又は積層されている。第１層と第３層は、共に第１の金属材料で
構成され、第２層６８と第４層７０は、共に異なる第２の金属材料で構成されている。
【００４５】
　或る実施形態では、第１の金属材料は、骨の内成長を許容して人工器官を固定するため
に、多孔質層を提供できるように選択された金属又は合金を含んでいる。追加的又は代替
的に、面６２と６４ぞれぞれは、骨形成物質（骨伝導及び骨誘導両方の材料を含む）、抗
菌剤、抗ウイルス剤、抗真菌剤、又は調合剤の様な１つ又は複数の治療薬を更に含んでい
る多孔質材料として製作してもよい。或る好適な実施形態では、骨係合層６２と６４は、
チタン金属又はチタン合金で形成されている。例を挙げると、商用純チタン（ＣｐＴｉ）
、Ｔｉ－Ａｌ６－Ｖ４、タンタル及びタンタル合金、ニオビウム及びニオビウム合金があ
る。
【００４６】
　層６８と７０用の第２の金属材料は、脊椎が作り出す生体力学的な力に耐えるために必
要な必要強度を提供するように選択される。第２及び第４層は、骨係合層を支えるので、
結果的に、所望の円板空間高さが維持される。しっかりとした係合面は、椎骨、特に椎骨
終板が、変性疾患又は外傷のせいで、正常な活動をするのに求められる強度又は支持を提
供できない患者を治療する場合には、特に好都合である。
【００４７】
　追加的又は随意的に、基板６８と基板７０の間に内部コア７２を配置してもよい。内部
コア７２は、ポリマー材料ＵＨＭＷＰＥ（超高分子量ポリエチレン）、セラミック、複合
材、金属材料などの様な、適した生体力学的材料から作られる。内部コア７２は、元から
弾性を備えたものでもよいし、人工器官が正常で健全な円板と同様の弾性又は剛性を示す
ような弾性となるように設計されたものでもよい。代わりの実施形態では、人工器官６０
の内部コアは、単一一体の金属製構成要素で構成されてもよいし、基板６８と基板７０と
コア材料７２を含んでいる複合材で構成されていてもよいと理解されたい。
【００４８】
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　特に図４から分かるように、図示の実施形態の層６２と６４は、それぞれ環体７４、７
６によって縛られている。環体７４と７６それぞれは、面６２と６４に一体的に結合され
ていてもよい。代わりに、環体７４と７６それぞれは、基板６８と７０に一体的に結合さ
れていてもよい。必然的に、一つの見方では、層６２と６４は、それぞれ第２層と環体７
４、第４層７０と環体７６を含んでいる一体の基板に嵌め込まれた材料と見なすことがで
きる。また、環体７４と７６は、それぞれフランジ７８と８０の様な骨係合造形を含んで
いる。フランジ７８と８０は、外科処置器具による装置の挿入を支援するために、又は移
植片を隣接する椎体に固定するため骨スクリューの様な骨固定装置を用いて追加的な固定
を提供するために、貫通孔８２と８４を含んでいる。同様の外部構造を呈する人工脊椎器
官は、米国特許第６，１５６，０６７号、同第６，００１，１３０号、同第５，８６５，
８４６号、及び同第５，６７４，２９６号に示されており、前記各特許を参考文献として
ここに援用する。
【００４９】
　図５は、人工器官又は脊椎移植片９０の或る代わりの実施形態を示している。移植片９
０は、これまでに米国特許第６，１１５，６３７号及び同第６，５４０，７８５号に記載
されている人工器官と同様の外部構造を含んでおり、前記各特許の全内容を参考文献とし
てここに援用する。移植片９０は、上側部分９２と下側部分９４を含んでいる。更に移植
片９０の各部の分解図である図６を参照すると、上側部分９２は、下側部分９４に形成さ
れた窪み９５に入り込むようになっている突起９３を含んでいる。突起９３と窪み９５は
、関節運動連結部を形成しており、上側部分９２が下側部分９４に対して多軸的に動ける
ようにしている。
【００５０】
　更に図７を参照すると、上側部分９２は、少なくとも２つの層、即ち第１層９６と第２
の耐摩耗層９８を含んでいる金属複合材で構成されている。第１層９６は、画像化に都合
のよい金属基板を含むように形成することができる。第２層は、適した摩耗特性を示す第
２の金属材料で構成されている。好適な実施形態では、第２の金属材料は、摩耗が最小限
に抑えられ周囲の環境及び組織への残屑損失が制限された人工円板器官として動作し又は
動作するように意図されていることから、移植片の有効寿命を強化し延ばすように選択さ
れた硬度を呈する。この金属材料としては、全体を通して組成的に一様な金属又は合金が
挙げられる。特に好適な実施形態では、第２の金属材料は、耐摩耗性材料、例えば、コバ
ルト合金又はステンレス鋼で構成されている。耐摩耗層９８と上側面９６は、同じ材料で
構成されていても異なる材料で構成されていても、何れでもよい。
【００５１】
　同様に、下側部分９４は、少なくとも第３層９７と第４層９９を有する被覆又は積層型
金属複合材を含んでいる。図示の実施形態では、第４層は、窪み９５用のトラフ又は嵌め
込み部分１０１を画定している。窪み９５は、突起９３を受け入れ又は着座させるように
作られている。或る好適な実施形態では、窪み９５は、突起９３、従って上側部分９２が
、３本の直交軸周りに回転又は部分的に回転すると共に、少なくとも１つの方向に、制限
付きで並進運動又は滑動することができるように作られている。窪み９５は、上側部分９
２が、円板空間内の人工器官の向き（並進運動）に関して、前後（ＡＰ）方向に滑動でき
るようにしているのが望ましい。
【００５２】
　図示の実施形態では、上側部分９２は、対面する椎骨の終板と係合させるために選択さ
れた多種多様な造形又は構造を含むように作ることができる。組織係合構造の例を挙げる
と、歯、畝、孔、溝、粗した面、及びワイヤメッシュがある。図７に示すように、上側部
分９２は、畝１００の様な組織係合構造を含んでいる。第１フランジ１０２は、上側部分
９２から伸張している。フランジ１０２には、１つ、２つ、又はそれ以上の穴１０４が貫
通して設けられている。穴１０４は、滑らかな穴でもねじ穴でもよい。骨ファスナ１０６
が、穴１０４にねじ込まれ又は挿入され、骨組織に固定される。骨ファスナ１０６は、ス
クリュー、ステープル、ワイヤ、ピン、ロッド、縫合糸などを含め、整形外科的用途にと
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って既知の、説明した、及び／又は一般に使用されているどの様な骨ファスナでもよい。
【００５３】
　下側部分９４も、対面する椎骨としっかり係合するように作られ、上側部分９２に関し
て説明した組織係合構造を含んでいる。更に、下側部分９４は、そこから伸張している第
２フランジ１１０を含んでいる。第２フランジ１１０は、実質的に第１フランジ１０２に
関して説明した通りに作られ、骨ファスナーを挿入して下層の組織に係合させるための１
つ又はそれ以上の内径部又は穴１１２を含んでいる。
【００５４】
　図８は、移植片９０の下側部分９４を窪み９５に向かって見下ろした平面図である。代
わりの実施形態では、耐摩耗性の材料で構成する必要があるのは窪み９５の一部だけであ
る。この図では、窪み９５が、耐摩耗性の金属又は合金で形成された嵌め込み部分を含ん
でいることが分かる。図示の実施形態では、嵌め込み部分は、窪み９５の中心に位置し、
対応する突起９３と係合する大きさに作られた、円筒形の円盤として設けられている。他
の嵌め込み形状も、本発明の範囲に含まれるものとして考えられるものと理解されたい。
【００５５】
　図９は、本発明による脊椎移植片１２０の更に別の実施形態の斜視図である。移植片１
２０は、２つの基本的な分離可能な構成要素、即ち第１又は上側部分１２２と第２又は下
側部分１２４を含んでいるアッセンブリとして提供されている。上側部分１２２と下側部
分１２４は、それぞれ少なくとも２つの層で構成されている。
【００５６】
　更に図１０では、移植片１２０が断面図で示されている。上側部分１２２は、第１層１
２３を画定している基板材料と、耐摩耗性材料で構成されている第２層１２５を含んでい
る。同様に、下側部分１２４は、第３層１２７を画定している基板材料と第４層１２８を
含んでいる。この図に示すように、移植片１２０は、下側部分１２４に形成された窪み又
はトラフ１３８を含め、移植片５０について上で説明したのと同じやり方で提供されてい
る。図示の実施形態では、トラフ１３８は、上で説明した様な耐摩耗性金属又は合金で形
成された第４層１２８を含んでいる。下側部分１２４の残り本体部分は、基板又は第３層
１２７として設けられており、チタン又はチタン合金の様な優れた診断的画像化特性を呈
する材料で形成されている。同様に、上側部分１２２、特に隆起部１３７は、耐摩耗性材
料から成る第２層が被覆され又は被せられており、一方、上側部分１２２の本体又は残り
の基板部分は、許容可能な画像化特性を呈する材料で形成されている。
【００５７】
　上側部分１２２は、実質的に移植片５０の上側部分５２に関して説明した通りに作るこ
とができる。上側部分１２２は、更に、骨組織に重ねるよう作られた２つのフランジ１２
８と１２９を含んでいる。フランジ１２９と１３１は、椎体の前壁部分に重ねるように作
られているのが望ましい。各フランジ１２９と１３１は、外科処置器具又は骨ファスナを
挿入するための少なくとも１つの内径部又は穴を有している。更に、第１の上側面１３０
は、そこから伸張している２つのレール１３２と１３３を含んでいる。２つのレール１３
２と１３３は、それぞれ、下に記載しているように、隣接する椎骨の対面する終板（図示
せず）にしっかりと係合するために、歯又は畝及び他の面構造を含んでいてもよい。更に
代わりの実施形態では、レール１３２と１３３は、それぞれ、第１及び第２部分１２２と
１２４の金属材料の何れとも異なる材料で構成してもよい。
【００５８】
　下側部分１２４は、実質的に移植片５０の下側部分５４に関して説明した通りに設ける
ことができる。下側部分１２４は、更に、前壁１３６から下向きに伸張している２つのフ
ランジ１３４と１３５（各フランジ１３４と１３５は少なくとも１つの内径部又は穴を含
んでいてもよい）を含んでおり、下側面は、上側部分１２２に関して説明した一対のレー
ルを含んでいてもよい。
【００５９】
　図１１から図１３は、本発明により提供される別の実施形態の人工円板器官脊椎移植片
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１５０を示している。脊椎移植片１５０は、上側部分１５２と下側部分１５４を含んでい
る。上側部分１５２と下側部分１５４は、それぞれ複合的積層材料で構成されている。上
側部分１５２は、第１層１５７と、第１層１５７に直接貼り付けられた第２層１５８を含
んでいる。上側部分１５２は、実質的に移植片１２０の下側部分１２４に関して上で説明
した通りに、窪み又はトラフ１５６を含めて設けることができる。トラフ１５６は、耐摩
耗性材料で形成された層１５８を含んでいる。下側部分１５４は、基板１６２に貼り付け
られ又は機械的に固定された隆起部１６０を含んでいる。隆起部１６０は、第１金属材料
で形成され、層１６３を形成している第２金属材料で被覆されている。層１６３は、耐摩
耗性材料であるのが望ましい。基板１６２は、隆起部１６０と同じ材料でもよいし、異な
る金属材料でもよい。基板１６２と隆起部１６０の材料は、優れた診断的画像化特性を提
供し、及び／又は骨の内成長を許容するように選択される。例えば、基板１６２の材料は
、チタン又はチタン合金から選択され、更に、必要に応じて、骨の内成長及び／又はそこ
からの治療薬の溶出を可能にするために多孔質構造を含んでいてもよい。
【００６０】
　図１４は、更に別の実施形態の人工円板器官１７０を示している。人工器官１７０は、
人工器官１５０について説明したのと同様の外部構造を有している。従って、同様の構成
要素には同じ符号を付して示している。人工器官１７０では、基板１６２と隆起部１６０
は単一一体の構成要素であることが分かる。被覆材料層１６３が基板１６０上に重ねられ
、機械的噛み合い装置を介して接合されている。図示の実施形態では、層１６３は、下側
部分１５４に形成された窪み１６５に挿入されるピン１６４を含んでいる。
【００６１】
　図１５は、第１のステンレス鋼層１８２と、中間のチタン合金層１８４（ＴＩ－６Ａｌ
－４Ｖ）と、商用純チタン材料の第３層１８６を含む、生体適合性を有する材料から成る
３つの層を含んでいる複合材料の顕微鏡写真の走査画像である。この走査画像からは、ス
テンレス鋼材料が、層１８２と層１８４の間に拡散界面１８８を提供していることが分か
る。材料１８０は、レーザーを使用して粉末を溶融することを伴うＬＥＮＳ法で形成され
る。しかしながら、他の方法も等しく有効であり、本発明の範囲内に含まれるものと考え
ている。
【００６２】
　図１６は、チタン合金（Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ）の第１層１９４の上に、ＡＳＴＭＦ７９
９のＣｏ－Ｃｒ－Ｍｏ合金の第２層１９６を張り合わせて構成された金属複合材１９２の
形態を呈する顕微鏡写真の走査画像１９０である。
【００６３】
　本発明では、当業者には、本発明の範囲から逸脱することなく様々な変更が想起される
であろうと考えられる。また、当業者には想起されるように、各種手順、技法、及び動作
作用は、変更し、再配置し、置き換え、削除し、重複させ、組み合わせてもよい。本明細
書に引用している全ての刊行物、特許、及び特許出願は、各個々の刊行物、特許、又は特
許出願が、参考文献として援用されるに当たり特定的且つ個別的に提示され、その全体内
容が記述されているかの如く、ここで参考文献として援用する。
【００６４】
　特定の方向、例えば、上、上側、下、下側などは、説明を目的として、又は各種構成要
素を互いに識別し又は見分けるのに都合の良いように示したに過ぎないものと理解された
い。第１又は第２椎骨又は椎体への言及は、２つの隣接する椎骨同士を区別するためであ
り、言及されている椎骨を、第１及び第２頚椎、又は第１及び第２の胸椎、腰椎、又は仙
椎として特定的に識別することを意図したものではない。上記言及は、ここで説明した医
療装置及び／又は方法に対して、何らの制限を課すものでもないと理解されたい。また、
各種装置、移植片、及び／又は各部分は、二層積層物として記述しているが、その様な装
置、移植片、及び各部分は、多層積層物を含んでいてもよく、それらも本発明の範囲に含
まれるものと考えられる旨理解されたい。別に具体的に指定していない限り、ここで使用
する全ての用語は、それらの通常の慣用的な専門用語の意味を含むものとして使用されて
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いる。更に、ここでは特定の構成要素及び構造を有する医療装置の各種実施形態を説明し
図示しているが、可能な場合には、どの様な選択された実施形態でも、別の実施形態につ
いて説明されている特定の構成要素及び／又は構造の１つ又はそれ以上を含むことができ
るものと理解されたい。
【００６５】
　また、ここに述べた動作理論、証明、又は知見は何れも、本発明の理解を更に深めるた
めであり、本発明の範囲をその様な理論、証明、又は知見に依存させる意図はない。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明による被覆加工を施した二部品構成の人工円板器官の或る実施形態の斜視
図である。
【図２】本発明による被覆加工を施した三部品構成の人工円板器官の或る実施形態の分解
図である。
【図３】本発明による被覆加工を施した人工円板器官アッセンブリの或る実施形態である
。
【図４】図３の人工円板器官の断面図である。
【図５】本発明による頚椎移植片の或る実施形態の斜視図である。
【図６】図５の脊椎移植片の分解図である。
【図７】図５の脊椎移植片の断面図である。
【図８】図５に示す移植片の下側の構成要素の平面図である。
【図９】本発明による脊椎移植片の別の実施形態の斜視図である。
【図１０】図９の脊椎移植片の断面図である。
【図１１】本発明による頚椎移植片の或る実施形態の分解図である。
【図１２】図１１の移植片の立面図である。
【図１３】図１１の移植片の断面図である。
【図１４】機械的噛み合い係合を介して基板に固定された耐摩耗層を有する頚椎移植片の
断面図である。
【図１５】本発明による被覆加工を施した材料を示している、顕微鏡写真の走査画像であ
る。
【図１６】本発明による、ＡＳＴＭＦ７９９コバルト合金で形成された層を有するＴｉ－
６Ａｌ－４Ｖ基板材の顕微鏡写真の走査画像である。
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